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平成２４年１１月８日 

株式会社 山梨中央銀行 

 

 

中小企業経営力強化支援法に基づく「経営革新等支援機関」の認定を受けました 

 
 

株式会社山梨中央銀行（頭取 進藤 中）は、中小企業経営力強化支援法に基づく「経営革新等
支援機関」の認定を受けました。 
 
 
１．趣旨 

平成２４年８月３０日、「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小

企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律（中小企業経営力強化支援

法）」（以下、「本法律」という）が施行されました。 
本法律では、中小企業の経営力の強化を図るため、①中小企業の支援事業を行う者（経営革

新等支援機関）を認定し、その活動を後押しするための措置、②中小企業の海外展開を促進す

るため、中小企業の海外子会社の資金調達を円滑にするための措置が講じられております。 
今般、当行は、本法律に基づく「経営革新等支援機関」の認定を受けました。 
つきましては、中期経営計画に掲げる戦略課題「ソリューション営業による取引推進強化」

と、金融庁の監督指針に示されている「コンサルティング機能の発揮」への対応として、当行

は中小企業の経営力強化に向けた支援事業を実施してまいります。 

 
２．認定日 

平成２４年１１月５日（月） 

 
３．本法律の背景・目的 

中小企業の経営課題は、多様化・複雑化しております。そのため、財務および会計等の専門

的知識を有する者による支援事業を通じ、課題解決の鍵を握る事業計画の策定等を行い、中小

企業の経営力を強化することが急務となっております。 

また、内需が減退するなか、中小企業が海外展開を行うにあたって、中小企業の海外子会社

の資金調達が困難になるなど、資金面での問題が生じております。このため、中小企業が海外

で事業活動を行う際の資金調達を円滑にするための措置を講じることが急務となっております。 
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４．本法律の概要 

本法律では、主として以下の措置が講じられております。（別紙参照） 
（１） 中小企業支援事業の担い手の多様化・活性化 

既存の中小企業支援者、金融機関、税理士・税理士法人等の中小企業の支援事業を行う者

の認定を通じ、中小企業に対して専門性の高い支援事業を実現します。 
また、中小企業基盤整備機構の専門家派遣等による協力や信用保証の付保による資金調達

支援を通じ、認定機関が行う支援事業を支援します。 
（２） 海外展開に伴う資金調達支援 

中小企業新事業活動促進法等に基づく承認または認定を受けた計画に従って事業を行う中

小企業者に対し以下の措置が講じられます。 

① 日本政策金融公庫の債務保証業務、日本貿易保険の保険業務を拡充し、中小企業の外国

関係法人の海外現地金融機関からの資金調達を支援します。 
② 中小企業信用保険の保険限度額を増額し、親子ローン等を通じた海外展開を支援します。 

 
５．経営革新等支援機関の概要 
（１）業務 

① 経営革新または異分野連携新事業分野開拓（新連携）を行おうとする中小企業の経営資

源の内容、財務内容、経営状況の分析 
② 経営革新のための事業計画または異分野連携新事業分野開拓（新連携）にかかる事業計

画の策定・指導・助言 
（２）経営革新等支援機関に対する支援措置 

③ 中小企業の信用保証料の引下げ 
経営革新等支援機関が、中小企業に対して、事業計画の策定やフォローアップ等の支援

を行うことを前提に、信用保証協会の保証料が減額（０．２％程度）となります。 
④ 中小企業信用保険法の特例措置（中小企業者みなし） 
中小企業の振興を図る事業を行う一般社団法人、一般財団法人およびＮＰＯ法人が信用

保険法の保証対象となります。 
⑤ 中小企業基盤整備機構の専門家派遣等による協力 
経営革新等支援機関からの依頼に応じ、技術、知財管理、海外展開等をはじめ、様々な

分野の専門家が派遣されます。 

 

以 上 








